
1

つ る 舞 う 形 の 群 馬 県 ／ 上 毛 か る た県 紋 章
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告 示■

◎群馬県告示第３０５号

一般証紙の証紙売りさばき人の指定の告示（平成３年群馬県告示第３５５号）の一部を次のように改正し、平成

３０年９月２７日から適用する。

平成３０年１１月９日

群馬県知事 大 澤 正 明

「藤岡市役所 藤岡市中栗須３２７（市民環境部市民課）
を「藤岡市役所 藤岡市

群馬県行政書士会藤岡支部 藤岡市中大塚２２３―１（秋山賢治行政書士事務所）」

中栗須３２７（市民環境部市民課）」に改める。

◎群馬県告示第３０６号

一般証紙の証紙売りさばき人の指定の告示（平成３年群馬県告示第３５５号）の一部を次のように改正し、平成

３０年１０月１日から適用する。

平成３０年１１月９日

群馬県知事 大 澤 正 明

「公益財団法人群馬県交通安全協会 前橋市江田町４４８―１（群馬県自動車教習所）
を「公益財団法人群馬

大橋千代子 前橋市光が丘町１１―４（山城屋商店） 」

県交通安全協会 前橋市江田町４４８―１（群馬県自動車教習所）」に改める。

◎群馬県告示第３０７号

一般証紙の証紙売りさばき人の指定の告示（平成３年群馬県告示第３５５号）の一部を次のように改正し、平成

３０年１０月９日から適用する。

平成３０年１１月９日

群馬県知事 大 澤 正 明

「公益財団法人群馬
「公益財団法人群馬県交通安全協会 前橋市江田町４４８―１（群馬県自動車教習所）」を

井草正喜 前橋市

県交通安全協会 前橋市江田町４４８―１（群馬県自動車教習所）
に改める。

光が丘町１１―４（山城屋商店） 」

公 告■

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により、保安林の指定施業要件を変更する予定について、

その森林の所有者及びその森林に関し登記した権利を有する者に通知をしたところ、次の者の所在が不分明なため、

同法第１８９条の規定により、通知の内容を長野原町役場に掲示したので、その要旨を次のとおり公告する。

平成３０年１１月９日

群馬県知事 大 澤 正 明
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１(1) 指定施業要件変更予定保安林の所在場所及び登記済みの権利者

指定施業要件変更予定保安林の所在場所 登記済みの権利者 備考

長野原町大字応桑字大洞山２０３２の１ 佐藤晴哉 共有林

長野原町大字応桑字大洞山２０３２の１、字赤宿２０３２の７、字左 浅井眞 共有林
トヤ２０３２の８、大字北軽井沢字熊ノ内２０３２の９、２０３２の
１１、字鷹繋２０３２の２７７

同 萩原征一 同

長野原町大字応桑字大洞山２０３２の１、２０３２の１６８４から２ 阿部浩明 共有林
０３２の１６８６まで、字赤宿２０３２の７、２０３２の１６８７か
ら２０３２の１６８９まで、字左トヤ２０３２の８、２０３２の１６
９０から２０３２の１７０２まで、大字北軽井沢字熊ノ内２０３２の
９、２０３２の１１、２０３２の１７０３、２０３２の１７０４、２
０３２の１７０７から２０３２の１７０９まで、２０３２の１７１１
から２０３２の１７１６まで、字鷹繋２０３２の２７７、２０３２の
１７１７

同 佐藤成子 同

同 佐藤明 同

同 佐藤和三郎 同

同 坂詰征陸 同

同 坂詰由枝 同

同 山崎きく代 同

同 山﨑猛夫 同

同 小堀新一郎 同

同 浅井ふみ 同

同 浅井まさゑ 同

同 浅井りて 同

同 浅井義征 同

同 浅井順三 同

同 浅井進 同

同 浅井漌三 同

同 入沢吉美 同

同 萩原和夫 同

長野原町大字応桑字大洞山２０３２の１、２０３２の１６８４、２０ 佐藤寅男 共有林
３２の１６８６、字赤宿２０３２の７、２０３２の１６８９、字左ト
ヤ２０３２の８、２０３２の１６９０から２０３２の１７０２まで、
大字北軽井沢字熊ノ内２０３２の９、２０３２の１１、２０３２の１
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７０３、２０３２の１７０４、２０３２の１７０７から２０３２の１
７０９まで、２０３２の１７１１、２０３２の１７１２、２０３２の
１７１４、２０３２の１７１５、字鷹繋２０３２の２７７、２０３２
の１７１７

長野原町大字応桑字大洞山２０３２の１６８４から２０３２の１６８ 佐藤武雄 共有林
６まで、字赤宿２０３２の７、２０３２の１６８７から２０３２の１
６８９まで、字左トヤ２０３２の８、２０３２の１６９０から２０３
２の１７０２まで、大字北軽井沢字熊ノ内２０３２の９、２０３２の
１１、２０３２の１７０３、２０３２の１７０４、２０３２の１７０
７から２０３２の１７０９まで、２０３２の１７１１から２０３２の
１７１６まで、字鷹繋２０３２の２７７、２０３２の１７１７

長野原町大字応桑字大洞山２０３２の１６８４から２０３２の１６８ 加部勉 共有林
６まで、字赤宿２０３２の１６８７から２０３２の１６８９まで、字
左トヤ２０３２の１６９０から２０３２の１７０２まで、大字北軽井
沢字熊ノ内２０３２の１７０３、２０３２の１７０４、２０３２の１
７０７から２０３２の１７０９まで、２０３２の１７１１から２０３
２の１７１６まで、字鷹繋２０３２の１７１７

同 萩原千秋 同

同 萩原要 同

同 萩原桑男 同

同 浅井政雄 同

同 増田いね子 同

同 池田喜一 同

同 栃原治夫 同

長野原町大字応桑字大洞山２０３２の１６８５、字赤宿２０３２の１ 佐藤勝利 共有林
６８７、２０３２の１６８８、大字北軽井沢字熊ノ内２０３２の１７
１３、２０３２の１７１６

(2) 指定の目的 水源の涵養
かん

(3) 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

(ｱ) 主伐に係る伐採種は、定めない。

(ｲ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。

(ｳ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

２(1) 指定施業要件変更予定保安林の所在場所及び登記済みの権利者

指定施業要件変更予定保安林の所在場所 登記済みの権利者 備考

長野原町大字応桑字田通２７３の４６０ 沢田長吉

長野原町大字応桑字田通原３０６の７２、３０６の７５ 鎌原定吉

長野原町大字応桑字田通原３０６の７４ 川野大久
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長野原町大字長野原字火打花７３８の２ (亡)山口吉五郎 共有林

一(相)山口正

同 (亡)山口松蔵 同
(相)山口隆

同 (亡)霜田助七 同
(相)霜田さわ

同 (亡)野口利八郎 同
(相)野口康太郎

同 野口徹 同

長野原町大字羽根尾字遠西５５６の１、５５６の３ (亡)山口ほう
(相)山口兵一

長野原町大字長野原字火打花乙７３９ 山口隆

長野原町大字長野原字火打花８１３の２ (亡)山口武治
(相)山口隆

長野原町大字応桑字御所平１９８５の１８４ 山下定吉

(2) 指定の目的 土砂の流出の防備

(3) 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

(ｱ) 次の森林については、主伐は、択伐による。

大字応桑字田通２７３の４６０、字田通原３０６の７５

(ｲ) その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

(ｳ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。

(ｴ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

３(1) 指定施業要件変更予定保安林の所在場所及び登記済みの権利者

指定施業要件変更予定保安林の所在場所 登記済みの権利者 備考

長野原町大字大津字上新戸３６４の３ 市村ひで 共有林

長野原町大字北軽井沢字大屋原１３５３の１０３９ 戸塚虎之助 共有林

同 三俣鶴夫 同

同 柘野三徳 同

同 髙橋元久 同

(2) 指定の目的 土砂の崩壊の防備

(3) 指定施業要件
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ア 立木の伐採の方法

(ｱ) 主伐は、択伐による。

(ｲ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。

(ｳ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

「次のとおり」は、省略し、その関係書類を群馬県環境森林部森林保全課及び長野原町役場に備え置いて縦覧に

供する。

保安林指定施業要件変更予定告示 平成３０年３月２０日群馬県告示第７７号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により、保安林の指定施業要件を変更する予定について、

その森林の所有者及びその森林に関し登記した権利を有する者に通知をしたところ、次の者の所在が不分明なため、

同法第１８９条の規定により、通知の内容を吉岡町役場に掲示したので、その要旨を次のとおり公告する。

平成３０年１１月９日

群馬県知事 大 澤 正 明

１(1) 指定施業要件変更予定保安林の所在場所及び登記済みの権利者

指定施業要件変更予定保安林の所在場所 登記済みの権利者 備考

北群馬郡吉岡町大字上野田字笹塚２８５１ 近藤育夫 共有林

北群馬郡吉岡町大字上野田字笹塚２８５２の１ 田子幹雄 共有林

同 井上アキ 同

同 木暮ヨシ 同

(2) 指定の目的 土砂の流出の防備

(3) 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

(ｱ) 主伐に係る伐採種は、定めない。

(ｲ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。

(ｳ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

２(1) 指定施業要件変更予定保安林の所在場所及び登記済みの権利者

指定施業要件変更予定保安林の所在場所 登記済みの権利者 備考

北群馬郡吉岡町大字漆原字瀬来１４６３の９ 中村孝三郎

(2) 指定の目的 土砂の崩壊の防備
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(3) 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

(ｱ) 主伐は、択伐による。

(ｲ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。

(ｳ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

「次のとおり」は、省略し、その関係書類を群馬県環境森林部森林保全課及び吉岡町役場に備え置いて縦覧に供

する。

保安林指定施業要件変更予定告示 平成３０年２月１６日群馬県告示第３８号

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第２項の規定により検査済証を交付したので、次の開発行為

に関する工事が完了した旨を公告する。

平成３０年１１月９日

群馬県知事 大 澤 正 明

番号 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名

１ 北群馬郡吉岡町大字大久保字金竹西１４５４－１、 前橋市笂井町４５６番地１３
１４５４－２、１４５４－６、１４５５－１、１４ ネッツトヨタ群馬株式会社 代表取締役 佐野
５５－２、１４５５－３、１４５５－５、１４５５ 隆男
－１１、１４５６－１、１４５４－１先水路

２ 邑楽郡邑楽町大字篠塚字水立１２９６－７、１２９ 邑楽郡邑楽町大字篠塚７９０番地
６－８、１２９７－１ 有限会社北関東観光 代表取締役 羽田美紀

３ 佐波郡玉村町大字五料字新川岸８８１－１ 佐波郡玉村町大字五料８８３番地２
大澤広靖

４ 佐波郡玉村町大字下新田字七街北圃３９３－１、３ 東京都練馬区石神井町二丁目２６番１１号
９４－７ 一建設株式会社 代表取締役 堀口忠美

５ 邑楽郡千代田町大字木崎字神明西５０８－１ 伊勢崎市境東２８５番地１ ロイヤルタウン東
Ａ
尾形大助、尾形愛美

６ 邑楽郡明和町千津井７９－１ 邑楽郡明和町新里６２１番地１ ポポラーレＣ
２０２
今成祐介

７ 邑楽郡明和町梅原１７６－１ 館林市東美園町２２番地の８ スターサファイ
ヤ－１０６
新井剛志、新井綾
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毎週火､金曜日発行

群 馬 県発 行

群馬県前橋市大手町一丁目１番１号
電話 027-223-1111
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